
① 令和８年度京都市高齢者帯状疱疹定期予防接種について 

＊対象者は令和８年度に65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる京都市民の方。 

＊実施期間は令和８年４月１日～令和９年３月31日まで。 

＊帯状疱疹ワクチンには生ワクチンと不活化ワクチンの２種類があります。 

＊過去に帯状疱疹を罹患した方も定期予防接種の対象となります。 

 

② 令和８年度京都市高齢者肺炎球菌定期予防接種について 

＊令和８年４月１日から高齢者肺炎球菌の定期予防接種に使用するワクチンが、現在の23価肺炎球菌ワクチン

（ニューモバックス）からより高い効果や持続性が期待される20価肺炎球菌ワクチン（プレベナー20）に変更

されます。 

＊対象者は令和８年度に65歳となる方です（昭和36年４月２日～37年４月１日生まれ）。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

・上記予防接種に該当の方には京都市から案内や予診票が送られてきます。 

・お手元に届きましたらお電話でのご予約をお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


